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はじめに 
 

本市教育委員会では、これまで「枚方市学校規模等適正化審議会」（以下「審議

会」という。）の答申及び「審議会」の答申を踏まえ策定した「枚方市学校規模等

適正化基本方針」（以下「基本方針」という。）に基づき、学校統合や通学区域の変

更など、学校規模等の適正化を図ってきた。 

平成 24 年度から 26年度には「基本方針」に基づき、「枚方市学校規模等適正化

実施プラン」（以下「実施プラン」という。）をまとめ、過密校の解消を図るととも

に、同じ小学校に通う児童が分かれることなく 1 つの中学校に進学する通学区域

（以下「一小一中」という。）への改善を優先課題として取り組んできた。 

一方、学校規模については、少子化の進行により児童生徒数が減少し、小規模校

が増加しており、今後も児童生徒数の大幅な減少が見込まれ、学校の更なる小規模

化により教育環境や学校運営への支障が懸念される。 

このため、小規模校の課題の解消に向け、平成 26 年７月に、将来における適正

な配置等のあり方について「審議会（第四次）」に諮問し、平成 28 年３月に答申を

受けた。 

本市教育委員会では、子どもの健やかな成長と学校教育の充実を第一義に教育環

境のさらなる整備・向上に向け、この答申を踏まえるとともに、説明会におけるご

意見も参考に「基本方針」を改定し、学校規模等のさらなる適正化に取り組むもの

である。 
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第１ 市立小中学校の現状 

 

１．学校規模 
 

市立小中学校の児童生徒数は、小学校では昭和 57年度に 45,573人、中学

校では昭和 61 年度に 22,550人と最大になった。その後、少子化の進行によ

り児童生徒数は減少し、平成 28 年度には、小学校で 21,928 人、中学校で

10,790人と最大時の約半数になっている。 

（図－１「児童生徒数と学校数の推移」参照） 

本市では、現在、少子化の進行により、小規模化する学校がある一方で、

住宅開発の集中などの要因から大規模化している学校や過密校となる学校

がみられるなど、一部の学校間において、規模に不均衡な状況が生じている。 
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２．通学区域 

 

市立小中学校は、明治期に小学校 10校、昭和 22年度に中学校２校の設立

からスタートした。住宅開発などにより人口流入が進む中で、市街地を中心

に分離・開校し、小学校は昭和 59年度に 47校、中学校は昭和 61年度に 20

校とそれぞれ最大の学校数になった。その後、平成 12年度及び 13年度に学

校統合を実施し、現在（平成 28 年度）の学校数は、小学校 45 校、中学校

19校となっている。 

（図－１「児童生徒数と学校数の推移」参照 P１） 

市立小中学校の接続関係については、平成 20年度に香里小学校など３校、

平成 21年度に香陽小学校など３校、平成 24年度に山田小学校など４校、ま

た、平成 25年度に川越小学校、平成 26年度には樟葉南小学校について、「一

小一中」の接続関係への改善を行った結果、小学校 45校のうち 44校が「一

小一中」となっており、残る１校（蹉跎小学校）において、児童が複数の中

学校に分かれて進学している。 

（資料１「小中学校の接続関係」（平成 28年４月現在）参照 P11） 

また、一部の校区について、不自然な通学区域の様態がみられる。 

 

第２ 学校規模等の適正化の必要性 

 

本市教育委員会における、小中一貫教育の推進や地域との連携を充実させ

る観点から、「一小一中」の接続関係になっていない学校については、引き

続き「一小一中」の接続関係への改善に取り組む必要がある。 

一方、義務教育段階である小中学校は、児童生徒の能力を伸ばしつつ、社

会的自立の基礎、国家・社会の形成者としての基本的資質を養うことが目的

であるため、学校では単に教科等の知識等を習得させるだけではなく、児童

生徒が集団の中で、多様な考えに触れ、認め合い、協力し合い、切磋琢磨す

ることを通じて思考力や表現力、判断力、問題解決能力等を育み、社会性や

規範意識を身に付けさせることが重要になる。そうした教育を行うためには、

一定規模の児童生徒集団が確保されていること等が望ましいことから、一定

の学校規模を確保することが重要であり、小規模校については、学校規模等

の適正化によって教育環境の改善を図る必要がある。 



3 

 

また、子どもの健全育成や学習指導をはじめ、義務教育の教育環境面にお

ける公平性を確保する観点から、大規模校の解消に取り組む必要がある。 

さらに、過密校については、使用する教室に余裕がなく、少人数指導等に

使用する教室の確保ができないなど、学習環境において明らかに不均衡な状

況になるため、早急に解消を図る必要がある。 

 

第３ 学校規模等の適正化に関する基本方針 

 

本市教育委員会は、子どもの健全育成や学習指導を第一義に、義務教育の

教育環境面における公平性を確保し、教育環境の整備・向上を図る観点から、

次の基本的な考え方に基づき、市立小中学校の学校規模や通学区域の適正化

を実施する。 

 

１．適正化の基本的な考え方  
（１）学校規模 
 

市立小中学校の適正な学校規模を 18学級とする。また、学校の現状を考慮し、

適正な学校規模の範囲を小学校は 12学級以上 24学級以下、中学校においては、

９学級以上 24学級以下とする。 

 

本市教育委員会では、学校教育法施行規則や義務教育諸学校施設費国庫負

担法施行令などの法令及び、「審議会（第三次）」の答申を踏まえ、学習指導

面や学校運営面及び学校施設面などを総合的に勘案し、適正な学校規模の基

準を 18学級とする。 

また、学校の現状を考慮し、適正な学校規模の範囲を小学校は 12 学級以

上 24学級以下、中学校においては、９学級以上 24学級以下とする。 

小学校では、６学年で 11学級となった場合、単学級となる学年が存在し、

クラス替えができない学年ができる。単学級では新たな出会いや多様な考え

に接する機会が少なく、人間関係が固定化され、お互いに切磋琢磨できにく

い状況になる。 

一方、中学校においては、全学年が３学級、計９学級となった場合、クラ
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ス替えが可能であり、全教科の教員配置及び部活動等に大きく支障がないこ

とから小学校のような課題が生じる可能性が少なくなる。従って、小中学校

を分けて考えることとし、上記のとおり本市における適正規模の範囲の基準

とするものである。 

この基準に基づき、平成 28 年度の学校規模を分類すると表－１のとおり

である。 

 

表－１  平成 28年度の学校規模                 単位：（校） 

 小規模校 適正規模校 大規模校 
計 

小学校 
11学級以下 12～24 学級 25学級以上 

５ 39 １ 45 

中学校 
８学級以下 ９～24 学級 25学級以上 計 

２ 16 １ 19 

※平成 28年度における本市の学級編制基準は、小学校１～４年生が１学級 35 人、 

５・６年生が１学級 40人、中学校１～３年生が１学級 40人である。 

 

 

（２）通学区域 
 

小学校単位で中学校の通学区域を構成する「一小一中」を通学区域の基本とす

る。「一小一中」においては、１つの中学校区が１つの小学校区で構成される通学

区域（以下「一中一小」という。）を設定することができるものとする。 

不自然な通学区域の様態については、解消を図る。 

 

本市教育委員会では、子どもたちの豊かな心の育成を推進するため義務教

育９年間を見通した学習指導の充実を図り、地域の教育力を高める観点から、

「一小一中」を本市の適正な通学区域の基本とする。 

「一中一小」については、義務教育９年間を１つのスパンと捉えることで、

当該の小学校と中学校の連携がより強化され、系統的な学習指導や継続的な

生徒指導を充実させることができ、小中学校間の段差の解消が図られるなど

教育効果が期待できる。また、家庭や地域にとっても、地域コミュニティを

はじめとした地域連携がより強化されることで、家庭や地域が一体となって、
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子どもを守り育てる教育力の向上を図ることができる。 

これらのことから、「一中一小」は、その特色を生かして、より高い教育

効果が期待できることから、「一小一中」の通学区域において、設定できる

通学区域とする。 

また、一部の校区について不自然な通学区域の様態がみられるため、その

解消を図る。 

 

２．適正化の実施 
 

適正化の基本的な考え方に基づき、学校規模や通学区域に課題のある学校

については、次の基本的な方策を実施する。 

 

（１）学校規模 

 

 ① 学校規模について 

 

    〈基本的な方策〉 

 

 

 

 

ア．小規模校 

今後、児童生徒数が減少することにより、一層増加すると予測され、子

どもたちの良好な学習環境を確保し、学校運営に支障をきたすことのない

よう、小規模校の解消を最優先課題と位置づけ取り組む必要がある。 

このため、中長期的な視点に立ち、学校統合を中心に据え、課題解消を

図るものである。 

なお、学校統合の検討にあたっては、子どもたちの夢や元気につながる

よう、新しい学校を築いていく観点で、教育現場や保護者・地域の方々の

意見も踏まえながら進める。 

また、方策については、学校統合を基本とするが、必要に応じて通学区

域の変更も視野に入れた検討を行う。 

小規模校：学校統合を基本方策として課題解消を図る。 

大規模校：通学区域の変更により課題解消を図る。 

過 密 校：通学区域の変更や校舎の増築により課題解消を図る。 
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イ．大規模校 

全市的な少子化傾向により、将来的には適正規模の範囲内に向かうもの

と予測されることから、それまでの間は、学校の実情に応じた適切な支援

策を講じる必要がある。 

 

ウ．過密校 

将来の状況を踏まえる中で、通学区域の変更や校舎の増築等による解消

策を検討する必要がある。 

 

（資料２「将来推計による小規模校・大規模校・過密校一覧」参照 P12） 

 

② 学校統合について 

 

ア．学校統合について検討の対象とする学校の要件 

次の項目に該当する学校を学校統合の検討の対象とする。答申で示され

た検討対象校は小学校９校、中学校２校となっている。 

 

（a） 平成 27 年度から平成 35 年度までの推計において小規模校となる小学

校及び中学校で、平成 55年度までの将来推計においても、児童生徒数の

増加により適正規模の範囲内になる見込みがないこと。 

 

（b) 通学区域内において、大規模または複数の新規住宅建設が将来的にも

予定されていない、或いは予定されている場合であっても、新規住宅建

設に伴う児童生徒の転入により当該学校が適正規模の範囲内になるほど

の増加がないと予測されること。 

 

イ．学校統合の取り組み 

学校統合の取り組み方策については、次のとおり進めていく。 

 

（a) 今後は、答申において「できる限り早期」に実施することとされた 

高陵小学校と中宮北小学校の方策に取り組んでいく。 
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（b) 答申における他の取り組み方策については、今後の児童生徒数の推移

を注視するとともに個々の課題への対応を検討する中で、５年程度を目

途として改めて示していく。 

 

ウ．学校統合にあたっての留意事項 

学校統合にあたっては、次の点に留意しながら取り組む必要がある。 

 

（a) 学校統合の進め方について 

ⅰ)  学校統合にあたっては、具体的な適正化方策を取りまとめた「実施プ

ラン」を作成し、統合する３年前までを基本に「広報ひらかた」やホー

ムページへの掲載、当該学校の保護者や地域コミュニティへの説明会等

により公表し、オープンな形で進めていく。 

 

ⅱ)  当該学校の児童生徒や保護者、当該学校に関係する地域コミュニティ

などへの十分な説明を行い、理解と協力を得ながら進めていく。 

 

ⅲ)  統合する学校間において、児童生徒や保護者･教職員の相互交流、合同

行事の開催など、円滑な統合に向けた取り組みを進めていく。 

 

ⅳ)  学校統合にあたっては、保護者及び地域コミュニティ、学校、教育委

員会等の代表者からなる「（仮称）統合協議会」を設置する。「（仮称）統

合協議会」は、「基本方針」を踏まえ、新しい学校を築く観点で、統合に

関する諸課題について協議・検討を行う。 

本市教育委員会は、「（仮称）統合協議会」での協議・検討事項を踏ま

え、統合の方策を決定する。 

 

（b) 教育環境の充実について 

ⅰ) 統合校の施設・設備については、近年の教育内容・教育方法の多様化

や学校を取り巻く社会状況の変化、安全・防犯対策や地域との連携など

への適切な対応を考慮した整備を図る。 

 

ⅱ)  学校統合にあたっては、環境の変化による児童生徒の心のケアに配慮
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するとともに、教職員の適切な人事配置に努めていく。また統合後の新

たな学校の円滑な運営や子どもたちの学習環境の充実について、万全の

対策を講じる。 

特に、配慮を要する児童生徒については、個のニーズに応じた支援に

努めていく。 

 

(c) 統合校の学校規模について 

隣接する学校と統合した場合において、常態的に大規模校や過密校とな

らないこととする。 

 

(d) 通学距離等について 

通学距離に配慮した通学区域を設定していく。 

また、通学路における安全性の確保に努めていく。 

 

(e) 学校の跡地活用について 

学校の跡地活用については、学校が地域に果たしている役割を踏まえ、

検討していく。 

 

（２）通学区域 

 

   〈基本的な方策〉 

 

 

 

 

（３）適正化の進め方 

 

適正化の実施にあたっては、本「基本方針」に基づき、適正化の具体

的な方策や実施時期などを定めた「実施プラン」を策定する。 

策定にあたっては、児童生徒数の推移や住宅開発等の動向を注視し、

早期に適正化を実施する学校と中長期に適正化を検討する学校とに分け、

策定するものとする。 

・「一小一中」の接続関係への改善は、通学区域の変更を行う。 

・不自然な通学区域の様態については、通学区域の変更を行う。 
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また、適正化の実施に際しては、情報提供と説明責任を果たしながら、

子どもを第一義に、学校・家庭・地域・行政が共通理解の基に、一体とな

って進めるよう努めるものとする。また、適正化の実施後においても、子

どもが健全な学校生活を送れるように配慮する。 

 

３．適正化の留意事項 
 

（１）適正化にあたっては、児童生徒数の推移や住宅開発の動向などを十分に見極

める。 

 

（２）適正化にあたっては、市立小中学校の校舎は、全体的に経年劣化・老朽化が

進んでいることから、順次、改築の時期をむかえるため、学校施設整備計画と

の整合性を図る。 

 

（３）適正化にあたっては、通学区域の変更等による受入れ校の校舎や運動場の面

積などの施設規模を見極める。その際には、特別教室を本来の目的に使用する

とともに、少人数指導などに使用する多目的な教室として、３室程度を確保す

るよう努める。 

 

（４）適正化にあたっては、義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令に基づく通学

距離（小学校でおおむね４km以内 中学校でおおむね６km以内）を限度とし、

国道などの地形地物及び通学時の安全性にも配慮する。 

 

（５）小規模校においては、直ちに適正化に取り組むことが難しい場合、小規模校

活性化のための支援策を講じる必要がある。 

 

（６）大規模校においては、24学級を超えても、普通教室数に余裕があり、かつ、

特別教室及び多目的な教室が確保でき、児童生徒１人あたりの校舎面積・運動

場面積などの施設規模が十分である場合は、今後の児童生徒数の推移を注視し、

適正化の実施時期を見極めるものとする。 

 

（７）「一中一小」の学校配置については、中学校が小規模化しやすい配置となる
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ので、近隣の小中学校との交流や部活動指導協力者派遣などの支援策を講じる

必要がある。 

 

（８）適正化にあたっては、今後の本市における小学校の少人数学級編制及び国や

府における教育関係法令の改正や学級編制基準の改定等を考慮する。 

 

４．「基本方針」の見直しについて 
 

この「基本方針」は、今後、国や府における教育制度の変更や社会情勢の

変化が生じた場合には、必要に応じて見直すものとする。 

 

 

 

【用語説明】 

・小規模校：学級数が小学校では 11 学級以下の学校。中学校では８学級以下の学校。 

・大規模校：学級数が 25学級以上の学校。 

・過 密 校：普通教室が、通常の学級と支援学級に全て使用されているか、または、 

今後不足すると予測される学校。 

・一小一中：小学校単位で中学校の通学区域を構成すること。同じ小学校に通う児童 

が一緒に１つの中学校に進学できる通学区域のこと。 

・一中一小：１つの中学校区が１つの小学校区だけで構成される通学区域のこと。 

・特別教室：（小学校）理科室・音楽室・図工室・家庭科室・図書室・ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ室 

（中学校）理科室・音楽室・技術科室・被服室・調理室・美術室・ 

図書室・視聴覚室・心の相談室・ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ室 

・枚方市学校規模等適正化実施プラン：「基本方針」に基づき、適正化に関する具体的な実施時期や実

施手法などを定めたもの。 
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小中学校の接続関係（平成 28年４月現在） 

（ ）内は、中学校を構成する小学校数。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料１ 
 中学校名 小学校名 中学校名 小学校名

蹉跎西小

第 一 中（4）

小 倉 小 蹉 跎 小

殿山第一小

高 陵 小

中宮北小

津 田 中（2）

津 田 小 枚 方 小

津田南小

蹉 跎 中（4）

伊加賀小

渚 西 中（2）

西牧野小 蹉跎東小

磯 島 小

菅原東小 第 二 中（2） 香 里 小

氷 室 小

枚 方 中（2）

枚方第二小

香 陽 小

長尾西中（2）

西長尾小

第 四 中（3）

開 成 小

田口山小 山之上小

杉　　中（3）

藤 阪 小 五 常 小

招 提 中（2）

平 野 小

東香里中（4）

川 越 小

招 提 小 春 日 小

長 尾 中（2）

長 尾 小 東香里小

菅 原 小

第 三 中（2）

牧 野 小

桜 丘 中（2）

桜丘北小

殿山第二小 桜 丘 小

樟葉南小

中 宮 中（3）

山 田 小

樟葉西小 中 宮 小

招提北中（1） 船 橋 小 明 倫 小

楠葉西中（2）

樟葉北小

山 田 中（2）

交 北 小

樟 葉 小 山田東小

楠 葉 中（2）
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資料２ 
区
分

小
中

地区 H27 H30 H35 H40 H45 H50 H55

北部 樟葉北小　10 樟葉北小  10 樟葉北小  10 樟葉北小  ６ 樟葉北小  ６

山田小    ９ 山田小  　７ 山田小    10 山田小    10 山田小　  ６ 山田小　  ６

明倫小　  ９ 明倫小  　11 明倫小    10 明倫小  　６ 明倫小　  ６ 明倫小　  ６

高陵小　  ６ 高陵小　  ６ 高陵小　  ６ 高陵小  　６ 高陵小  　６ 高陵小  　６ 高陵小  　６

交北小　　６ 交北小　　６ 交北小　　６ 交北小　　６

西牧野小  ９ 西牧野小  10 西牧野小  ６ 西牧野小  ６ 西牧野小  ６ 西牧野小  ６

中宮北小  11 中宮北小  10 中宮北小  ８ 中宮北小  ６ 中宮北小  ６ 中宮北小  ６ 中宮北小  ６

山田東小  10 山田東小  10 山田東小  ７ 山田東小  ６ 山田東小  ６ 山田東小  ６

東部 氷室小　　８ 氷室小　　６

開成小　  10

川越小    10 川越小    10 川越小  　６ 川越小　  ６ 川越小  　６ 川越小　  ６

東香里小  11 東香里小  10 東香里小  ７ 東香里小  ６

合計 ５校 ９校 ７校 ６校 １１校 １１校 １１校

北部 招提北中  ７ 招提北中  ６ 招提北中  ６

山田中　  ８ 山田中　  ６ 山田中  　６ 山田中　  ６ 山田中　  ６

渚西中　  ７

合計 ３校 １校 １校 ２校 ２校

東部 津田南小  28 津田南小  29

南部 枚方小　  26 枚方小　  26

合計 １校 ２校 １校

南部 蹉跎中    28 蹉跎中　  27

合計 １校 １校

中部 明倫小　△１

東部 津田南小±０ 津田南小△１

南部 枚方小　±０ 枚方小　±０

合計 １校 ３校 １校

将来推計による小規模校・大規模校・過密校一覧

・平成27年度は、平成27年５月１日現在の児童・生徒数によるもの。
・平成30年度は、平成27年５月１日現在の幼児数および児童数を基に推計したもの。
・平成35年度以降は、枚方市人口推計調査報告書（平成26年１月）から算出したもの。
　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（校名の数字は、学級数）

小
規
模
校

小
学
校

中部

南部

中
学
校

中部

大
規
模
校

小
学
校

中
学
校

過
密
校

小
学
校

※適正な学校規模の範囲は、小学校12～24学級、中学校９～24学級。
※小学校の学級数は、第１～第４学年を35人学級、第５･６学年を40人学級として推計。
※平成35年度以降の蹉跎小学校の進学先は第二中学校として推計。
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枚方市立小中学校通学区域図（平成 28年度） 

 

 

 

 

 

資料３ 
平成 28 年４月１日現在 

枚方市教育委員会作成 


